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１
月
２
８
日
に
行
わ
れ
た
「
労
使
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
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い
て
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連
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神
津
会
長
の
「
２
％
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準
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し
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ら
６
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１
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％
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え
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め
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質
賃
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何
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し
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け
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せ
ん
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ま
た
、
昨
年
６
月
に
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立
し
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方
改
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関
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さ
れ
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け
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応
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ら
に
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た
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の
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働
く
者
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活
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の
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場
に
立
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現
の
た
め
に
も
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第
１
９
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統
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に
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い
て
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薦
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者
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員
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け
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闘
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に
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利
し
な
け
れ
ば
な
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ま

せ
ん
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連合山形置賜地域協議会 

２０１９連合置賜春闘学習懇談会を各地区で開催しました 

春闘における連合方針と取り巻く情勢の学習、そして働き方改革関連法についての対応法や中小労

組参加者との意見・情報交換を行う場として、２０１６年度から毎年実施する「連合置賜春闘地域フ

ォーラム」を、今年度も２月初旬に集中して４地区に出向き開催しました。 

２月１日（金）には小国地区、同月２日（土）に米沢地区、同月８日（金）に東置賜地区、そして

同月９日（土）に西置賜地区でそれぞれ開催し、今年度からは支援議員の皆さんにもそれぞれご参加

いただき、合計４９名が参加されました。 

 

【２月１日（金）開催 小国地区】      【２月２日（土）開催 米沢地区】 

 

【２月８日（金）開催 東置賜地区】     【２月９日（土）開催 西置賜地区】 

今次春闘を取り巻く情勢については、特に４月から改正される労働基準法に対する課題について意

見が交わされ、全企業一斉に年次有給休暇の取得義務化が始まる事から大いに関心を寄せるテーマと

なりました。また、自組織として取り組むにあたっての課題や方策などについて、参加者同士での情

報交換も積極的に行われました。 

学習会終了後に引き続きで行われた情報・意見交換懇談会でも、今年度から支援議員団の皆さんに

もご参加いただきながらひざを交えて沢山の情報交換が積極的に行われ、昨年度同様、大変有意義な

企画となり得る事が出来ました。回を重ねる毎に構成組織の皆さんからのご理解も深まり規模も拡大

してきましたが、引き続き、連合置賜地協の重点活動として内容の充実に努めて参ります。 



 

 

連合山形置賜地域協議会 

２０１９構成組織春闘情勢調査結果のご報告 

 ２０１３年度より毎年ご協力いただいております置賜地協構成組織の春闘情勢調査につきまして、

今年度も２０１９春季生活闘争を取り組むにあたり企業情勢や各種春闘方針についての回答をお寄

せいただきましたので、各項目における推移も併せて以下にご報告申し上げます。 

 春闘取り組み準備の大変お忙しい中ご回答いただきました構成組織の皆さまに対しまして、改めて

心から感謝申し上げますと共に引き続きのご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

【参考値】 
置賜地協構成組織数 回答数 回答率（昨年比） 

６３組合 ３８組合 ６０．３％（８．０％減） 

 

企業業績について 

 昨年同時期と比較した自組織の企業業績につ

いては、「変わらず」と答えた組合が６０．５％

（昨年比４．７％増）を占めた。但し、「変わら

ず」の中身としては、『引き続き好調』と『昨年

と変わらず悪い』という回答も含まれる為、一概

に業績が安定しているとは言い難い。また、「持

ち直した」と答えた組合は１３．２％（昨年比３．

０％減）となった。 

一方、「悪化した」と答えた組合が２６．３％

（昨年比１２．３％増）となっており、世界経済

の混乱から企業業績にも陰りが見え始めている

事が伺え、以前として置賜地域における企業業績

の地域間格差が進んでいる傾向でもある。 

 

人件費削減策について 

 企業業績の悪化に対する会社施策として、賃金

カットや新規採用の抑制、営業拠点の再編等にお

ける人件費削減策の実施有無については、「無し」

と答えた組合が８６．８％（昨年比５．４％増）

となった。 

 一方、何らかの施策を「実施中」と答えた組合

は２．６％（昨年比６．７％減）となっているも

のの、「今後協議予定」と答えた組合が１０．５％

（昨年比１０．５％増）となっており、企業業績

の悪化から、今後労使間協議によって何らかの対

策を迫られる組合が急増している事が伺えた。 
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要求書の提出について 

 ２０１９春季生活闘争を取り組むにあたり、

「要求書を提出する」と答えた組合は、全体の９

割を超え９２．１％（昨年比１５．４％増）とな

った。「未定」と答えた組合が２．６％（昨年比

１３．７％減）となっており早期での提出判断が

成された結果でもあるが、連合山形が従来から取

り組んでいる要求書提出の重要性が認識されて

いる事が伺えた。 

しかしながら、「提出出来ない」と答えた組合

が５．３％（昨年比３．０％増）と増加している。

要求書提出の重要性は認めつつも、交渉要求が極

めて厳しい組合も増え始めている事から、様々な

角度からの支援が急務であると感じた。 

 

賃上げの取り組みについて 

 最後に、ベースアップ等の賃金引上げの取り組

みについては、「ベア検討」が６８．４％（昨年

比２６．５％増）と急増し、昨年に引き続き底上

げ・底支え、格差是正に向けた要求方針が進めら

れる姿勢と見受けられた。 

 また、ベア要求を断念し、「定期昇給（賃金構

造の維持）」と答えた組合が１５．８％（昨年比

５．１％減）、「今後検討」と答えた組合が１０．

５％（昨年比１７．４％減）となっており、自組

織企業決算の見通しや大手労組などの動向を見

据えた上での慎重な判断を強いられている傾向

も伺えた。 

 

【補足説明】 

本組織情勢調査は、昨年１２月２１日付けで各地区における春闘学習懇談会開催案内と併せ各組合

へ送付し、１月２５日を期限として寄せられた回答を基に集計した結果を記載しております。 

従って、当該期間中、自組織はもとより加盟産別としての要求方針も確定していない中ご回答いた

だいた内容も含まれている事から、調査結果に対する見解はあくまでも参考程度に留めていただけれ

ば幸です。 

傾向としては、積極的にベースアップ要求を求める組合も増えているが、昨年に比べ企業業績に陰

りが見える情勢の中での２０１９春闘を迎えた組合も増えており、要求書提出は行うものの、労基法

改正への対応等賃上げ以外の要求交渉も多く含まれた中で労使間交渉に挑む流れが色濃くなってき

ております。（事務局） 



 

 

連合山形置賜地域協議会 

 
【過去７年間の「企業業績」に関する推移】 

■回復基調から一転して業績悪化の兆し有り 

・前年度と比較した企業業績としては、一転して業績悪化となった企業が増え始めています。一

方で改善、もしくは引き続き好調な企業も有り、中国経済の低調や世界経済の混乱から、特に輸

出関連企業において置賜地域でも地域間格差が拡がりつつあります。 

 

【過去７年間の「人件費削減」に関する推移】 

■先行き不安が不安定な労働環境へ 

・業績悪化により、人件費削減等何らかの会社施策を受け入れざるを得ない状況の推移としては、

実施中、もしくは今後協議予定となっている組織が増加傾向にあり、経済の先行きが不安である

事から、不安定な労働環境が未だ解消されていません。 
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【過去７年間の「要求書提出」に関する推移】 

■要求書提出の重要性は一気に増加 

・昨年、一昨年と慎重な判断を強いられている組合が多かったものの、一転して２０１９年度は

調査以来最高値となる結果となった。賃金交渉以外の労働環境改善要求に対する重要性も増して

おり、今春の労基法改正等に対する姿勢が増加に繋がっているものと思われます。 

 

【過去７年間の「賃金の引き上げ」に関する推移】 

■ベア要求は底堅く推移するも先行きの不確実性が影響中 

・人材確保や公租公課費の増加に対処すべく賃上げ要求を検討する組合が底堅く推移しているものの、

先行きの不確実性が増している国内外の経済動向や自組織企業の採算悪化が起因し、定期昇給のみの

要求に留め雇用の維持・確保、もしくは慎重な判断を強いられている状況が続いています。 
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いよいよ２０１９年４月１日から 

年次有給休暇５日の取得義務化が始まります」 

２０１９年４月１日から８つの働き方改革法が施行され、そのうち労働基準法の改正では、すべて

の会社で、年間の有給休暇消化日数が 5 日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき

日を指定することが義務付けられました。 

 

 

【Ｑ＆Ａ】（厚生労働省見解） 

Ｑ．半日単位の年次有給休暇は控除可能か？ 

Ａ．時季を指定すべき年５日から控除することが可。 

Ｑ．時間単位の年次有給休暇は？ 

Ａ．時季を指定すべき年５日から控除することが不可。 

Ｑ．前年度から繰り越した日数を含めると１０日以上の者は？ 

Ａ．当年度に付与される法定の日数が１０日以上の者が対象。 

Ｑ．指定した日に労働者が出勤した場合は処罰対象？ 

Ａ．労基法第１２０条により処罰対象となる。 

Ｑ．違反した場合の処罰内容は？ 

Ａ．違反した場合は、一人あたり３０万円以下の罰金 

ただし、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則として 

その是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。 
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神津会長来る!! 連合山形２０１９春季生活闘争勝利総決起集会及び 

第１９回統一地方選挙勝利総決起集会が開催されます！ 

 連合山形は２月１３日に開催した第３回執行委員会において春闘方針を確立し、「月例賃金の引き

上げにこだわり、「底上げ・底支え」「格差是正」を実現しよう！すべての労働者の立場にたった『働

き方改革』を実現しよう！」のスローガンを掲げ、「働くことを軸とする安心社会」を実現するため、

全力で闘うことを確認しました。 

 今春季生活闘争における闘う意思の結集を図る為、そして第１９回統一地方選挙推薦者全員の勝利

を掴み取る為、下記のとおり総決起集会が開催されます。多くの参加をお願い致します！ 

 

【２０１９春季生活闘争勝利総決起集会】 

■第一部：デモ行進 

 ⇒３月９日（土）１３：２０出発（１３：００山形市第二公園集合） 

■第二部：２０１９春季生活闘争勝利総決起集会 

⇒３月９日（土）１４：１０～１５：１０「山形市民会館 大ホール」 

    （次第）◆主催者あいさつ：水戸会長 

        ◆本部あいさつ：連合本部神津会長 

        ◆情勢報告：設樂事務局長 

        ◆決意表明：２産別２組織より 

        ◆集会アピール採択 

■第三部：第１９回統一地方選挙勝利総決起集会 

⇒３月９日（土）１５：１５～１６：００「同会場にて」 

    （次第）◆主催者あいさつ：水戸会長 

        ◆本部あいさつ：連合本部神津会長 

        ◆県議選候補予定者 自己紹介・決意表明 

        ◆必勝アピール採択 

        ◆団結ガンバロー 

 

同日開催【青年・女性委員会２０１９春季生活闘争合同学習会】 

■第一部：２０１９春季生活闘争合同学習会 

⇒３月９日（土）１０：００～１２：００「大手門パルズ３階霞城」 

（内容）学習会：「働き方改革関連法」について 

 ■第二部：デモ行進 

      ⇒３月９日（土）１３：２０出発（１３：００大手門パルズ１Ｆろうきん前集合） 

■第三部：「３．８国際女性デー」周知行動 

     ⇒３月９日（土）１３：１０～（山形市七日町「大沼デパート」前） 

■第四部：連合山形２０１９春季生活闘争勝利総決起集会に参加 

詳細は、連合置賜地協や加盟産別からの参加要請を確認してください 
 


